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最高裁人任E第422号

（人い－1）

平成16年3月26日

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

最高裁判所首席調査官

最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所書記官研修所長

家庭裁判所調査官研修所長

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

○

最高裁判所事務総局人事局長山崎敏．充

裁判官の人事評価の実施等について（通達）

平成16年3月26日付け最高裁人任E第421号事務総長依命通達｢裁判官の

事評価に関する規則の運用について」 （以下「総長依命通達」 という。）記第1人事評価に関する規則の運用について」 （以下「総長依命通達」 という。）記第1

の6及び記第5の定めに基づき，標記の実施等について下記のとおり定めましたか

○ ら， これによってください。

なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から伝達してください。

記

第1 人事評価の実施

1評価対象裁判官への評価権者に関する通知

総長依命通達記第1の3の(2)のただし書又は同(3)のイのただし書の定めによ

り評価権者を定めた場合には， 当該評価権者は，その旨を評価対象裁判官に通

知する。

2評価情報の把握
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(1)評価期間の途中で評価権者又は評価対象裁判官に異動があった場合におい

て必要があるときは，評価権者は，前任の評価権者又は評価対象裁判官の異

動前の評価権者から情報を得るもの･とする。ただし，その評価権者が裁判所

に在職していない場合は， この限りでない。

(2)評価権者は，必要に応じて，評価対象裁判官が補職されている裁判所の長

．又は総長依命通達記第1の3の(3)のイの職務代行庁の長から情報を得るもの

とする。

3裁判官第三カード

（1）総長依命通達記第1の5の書面（以下「裁判官第三カード」という｡）は，

別紙様式第1による｡

（2）評価権者は，裁判官第三カードの提出期限を評価対象裁判官に通知する。 ．

（3）評価権者は，裁判官第三カードが提出された後評価書を作成するまでに評

価対象裁判官が異動iした場合には，同人が作成した裁判官第三カードを速や

かに異動後の評価権者に送付する。

（4）裁判官第三カードは， 5の(2)から(4)までの定めにより評価書を提出する際

に，評価書と共に提出する。

4人事評価のための面談の代行

評価権者は，総長依命通達記第1の6のただし書きの定めにより面談を代行

させる必要があると認める場合には，あらかじめ人事局長と協議する。

5評価書の作成及び提出

（1）総長依命通達記第1の7の評価書は，別紙様式第2により作成する。

（2） 地方裁判所長及び家庭裁判所長は，その作成した評価書を，裁判官の人事

評価に関する規則(平成’6年最高裁判所規則第’号｡以下｢規則」という｡）

第2条第2項の高等裁判所の長官に対し，その定める日までに提出する。

（3） 高等裁判所長官は，その作成した評価書並びに地方裁判所長及び家庭裁判

所長から提出された評価書(規則第2条第2項の調整及び補充後のもの）を,

○

○
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人事局長に対し，その定める日までに提出する。規則第2条第2項の調整及

び補充後の評価害については，その写.しを評価権者に送付する。

(4)最高裁判所の事務総局局課長,首席調査官及び研修所長は,作成した評価

書を，人事局長に対し，その定める日までに提出する。

（5）規則第5条第1項に定める不服の申出があった場合は， (3)及び(4)の評価書

の提出は，同条第4項の通知後速やかに行･う°

第2評価書の開示手続

1 開示の申出

評価書の開示の申出は，評価権者の所属する裁判所の人事課長（人事課長の

置かれていない裁判所及び最高裁判所の研修所にあっては総務課長,研修所を

除く最高裁判所にあっては人事局任用課長）が口頭又は別紙様式第3による評

価書の開示申出書により.受け付ける。

2 開示の申出の期間の通知

評価権者は，毎年，開示の申出の期間を評価対象裁判官に通知する。

3′ 開示の記録

評価書を開示した場合には，開示した日を適宜の方法により記録する。

第3不服がある場合の手続

1 不服の申出

規則第5条第1項に定める不服の申出は，別紙様式第4による不服申出書を

第2の1に定める人事課長に提出して行う。

2評価権者が地方裁判所長又は家庭裁判所長である場合の取扱い

（1）評価権者は，規則第2条第2項の高等裁判所の長官から評価書の送付を受

け，総長依命通達記第3の3の(1)に従って評価書に付記した上，不服申出書

と共に規則第2条第2項の高等裁判所の長官に提出する。

（2） (1)の高等裁判所の長官は，総長依命通達記第3の3の(2)に従って評価書に

付記じた上，不服申出書と共に人事局長あてに提出する。

〃

0

○

○
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（3） (2)の高等裁判所の長官は， (2)の付記をした評価書の写しを評価権者に送付

し，評価権者は， これを不服を申し出た裁判官に交付する。

3評価権者が地方裁判所長及び家庭裁判所長以外の者である場合の取扱い

（1）評価権者は，総長依命通達記第3の3の(1)に従って評価書に付記した上，

‘ 不服申出害と共に人事局長あてに提出する。

（2）評価権者は， (1)の付記をした評価書の写しを不服を申し出た裁判官に交付
』

する。

付記

この通達は，平成16年4月1日から実施する。○

○

、
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(別紙様式第1）

画｢~罰
裁判官第
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自己の職務に関する客観的な事実及びそれに関連する状況， それらに対する所感等
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(別紙様式第2）

雁罰
評価書（平成○○年）

‐■■■■ｰｰーーーーーー■■■■ー画＝一一一一■■■■■■一一■■■■－－←ｰ‐ｰ■■■■■■■■ー＝■■ｰ~ローーーー■■ー■■一一ｰ一一ｰー‐ー－ｰーｰーーいー‐‐ーー一ー‐ｰー‐＝ｰ

［評価対象裁判官氏名］ ・ 昭和○○年○○月○○日生

○○期 ［評価対象裁判官の所属裁判所］［評価対象裁判官の官名］

■ロー■■－－－一一一一一一■■－－－－－－－－－－－－－－－-一一■■■■－－－－■■－■■一一■■一＝＝■■■■■ｰ■■＝‐ｰ－‐一一■■■■＝■■■■■■一Fｰ一一ー■■■■ーｰ■■■■ーー強

○

○

平成○○年○月○日

［評価権者職名]． [評価権者氏名]． 印

一一一一ｰー■■ l■■■■ト ■■一一一一一一一一一戸一一■■■■■■■■■■■■一一ｰ－－ｰーｰｰ一一ーーー＝■■ー■■ ！■■ーーｰ一一■■ー■■ーーｰｰｰーｰ‐ー■■ー■■■■－－-一一一一一一ｰー

』

平成○○年○月○日

○○高等裁判所長官○○○○印
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(別紙様式第3）

平成○○年○○月○○日

[評価権者職名］ 殿

[申出者の所属裁判所及び官名］

[申出者の記名押印］

○ 評価書の開示申出書

私に係る本年度の評価書の開示を申し出ます。

○
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(別紙様式第4）

平成○○年○○月○○日

[評価権者職名］ 殿

[不服申出者の所属裁判所及び官名］

[不服申出者の記名押印］● ■

○ 不服申出書
●

私に係る本年度の評価書の記載内容について,下記のとおり不服がありますので，
8

申し出ます。

記
《

(不服の理由）

0

○
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裁判官の人事評価制度の概要

人事評価の実施

１
１

の能力の主体的な向上に資するだめに，判事，裁判官の公正な人事の基礎とするとともに，裁判官
判事補，簡裁判事について，人事評価を毎年実施
一

臆
評価権者評価権者 ’一‐ー

所属裁判所の長
地家裁所長の行った人事評価については， 高裁長官が調整及び補充

評価の基準等評価の基準等 . l ･

○事件処理の能力，部等を適切に運営する能力，裁判官として職務を行う上で必要な一般的資質
能力の評価項目について実施
○各評価項目について，評価する際の視点を通達で明確化し，それを踏まえ，文章式で記述する
法を墓本 1
具体的な手続

(~）
~、

裁判官の独立に配慮しつつ，多面的，多角的に情報を把握
裁判所外部がらの情報についても配慮
裁判所外部からの情報の取扱い
①、窓口は総務課
②原則として氏名，連絡先及び具俸的な根拠事実の記載が必要
⑧裁判官の独立への影饗が懸念される情報は不可

○
○

一ノ匙

-判画一 i 一 ．

i 裁判官から担当職務の状況に関する書面の提出 ｜

､‐到璽一
｜ 評価権者との面談 I

恩一
I’ 評価権者の評価

通し厩
言藪畏菅雇まる調整及び補充

○
E一

一画一
不服がある場合の手続可、ロⅨ〃Dの句露~pUJブー羽、 「‐

評価書の記戦内容に関する不服の申出
評価権者による必要な調査
評価権者は， ．
｡申出に理由があると鰯めるときは，評価書の記載内容を修正
｡申出に理由がないと腿めるときは，その旨を評価書に記載
高裁長官は，評価権者による修正又は記載について謁整及び補充
評価権者が結果を通知

１
２
３

△
よ
。

＃
蕊驚

－

不服がある場合の手続を経た場合には，不服 ）
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